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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱間圧延鋼板を、圧延機での熱間圧延後にランアウトテーブル上で冷却し、その後に巻
取機でコイル形状に巻き取るに際し、
　熱間圧延鋼板の長手方向の複数箇所がそれぞれ巻取機に到達した時点におけるそれらの
箇所のフェライト変態の相変態率が当該熱間圧延鋼板の先端部から尾端部に向かうにつれ
て単調増加するように、中間温度の制御により熱間圧延鋼板のフェライト変態の相変態率
を制御することを特徴とする熱間圧延鋼板の製造方法。
【請求項２】
　圧延機から巻取機までの距離の圧延機側１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板
の先端部をフェライトノーズ温度よりも３０～８０℃高い温度にするとともに、その熱間
圧延鋼板の尾端部をフェライトノーズ温度から±２０℃以内にし、それら先端部と尾端部
との間の温度を先端部から尾端部に向かうにつれて単調減少させる温度制御を行い、巻取
温度を一定にすることを特徴とする、請求項１記載の熱間圧延鋼板の製造方法。
【請求項３】
　圧延機から巻取機までの距離の圧延機側１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板
の先端部をフェライトノーズ温度よりも３０～６０℃低い温度にするとともに、その熱間
圧延鋼板の尾端部をフェライトノーズ温度から±２０℃以内にし、それら先端部と尾端部
との間の温度を先端部から尾端部に向かうにつれて単調増加させる温度制御を行い、巻取
温度を一定にすることを特徴とする、請求項１記載の熱間圧延鋼板の製造方法。
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【請求項４】
　圧延機から巻取機までの距離の圧延機側１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板
の先端部を６６０℃～７１０℃にするとともに、その熱間圧延鋼板の尾端部を６１０℃～
６５０℃にし、巻取温度を一定にすることを特徴とする、請求項２記載の熱間圧延鋼板の
製造方法。
【請求項５】
　圧延機から巻取機までの距離の圧延機側１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板
の先端部を５５０℃～６００℃にするとともに、その熱間圧延鋼板の尾端部を６１０℃～
６５０℃にし、巻取温度を一定にすることを特徴とする、請求項３記載の熱間圧延鋼板の
製造方法。
【請求項６】
　前記熱間圧延鋼板は、質量％でＣ：０．０５％～０．３％、Ｍｎ：１．０％～２．７％
、Ｓｉ：０．２％～１．５％およびその他不可避的不純物を添加したものであることを特
徴とする、請求項１から５までの何れか１項記載の熱間圧延鋼板の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼板を熱間圧延ラインで製造し、巻取機でコイル状に巻き取ったその鋼板を
、巻取軸穴を水平に向けたダウンエンド状態で、コイル置き場に保持し、あるいは搬送す
る際に、コイル状鋼板が自重でつぶれることを防止するための熱間圧延（熱延）鋼板の製
造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１に示すように、熱延鋼板を製造するには、加熱炉１においてスラブを所定温度に加
熱し、加熱したスラブを粗圧延機２で圧延して粗バーとなし、ついでこの粗バーを複数基
の圧延スタンドからなる連続熱間仕上圧延機３において所定の厚みの熱間圧延（熱延）鋼
板４となす。そして、この熱延鋼板４を、ランアウトテーブルに設置した冷却装置５で上
方および下方から冷却水を供給することによって冷却した後、巻取機６で巻き取り、コイ
ル状熱延鋼板７とする。
【０００３】
　巻取機６によって熱延鋼板４を巻き取る際に鋼板４にその長手方向に付与される張力は
、巻取後のコイル状熱延鋼板（以後、単に「コイル」とも呼ぶ。）７内では半径方向の面
圧として作用し、鋼板層間に摩擦力を発生させる。それにより、鋼板のすべりを抑制し、
コイル７の剛性を高めている。
【０００４】
　ところで、巻取時に鋼板の相変態が完了していない場合には、巻取後に鋼板に相変態に
よる体積膨張が生じる。この体積膨張がコイル外周で大きい場合、半径方向の面圧が小さ
くなり、鋼板層間の摩擦力も小さくなる。それにより、鋼板がすべりやすくなり、コイル
７の剛性が低下する。コイル７の剛性が大幅に低下した場合、ダウンエンド状態でコイル
７が自重でつぶれる、いわゆる「コイルつぶれ」と呼ばれる現象が生じ、場合によっては
巻取軸穴の変形が過大になって、コイル７が次工程のマンドレルに装入できないことがあ
り、その場合にはコイルを巻き直す工程が追加され、生産能率が低下する。このコイルつ
ぶれは特に、質量％でＣ：０．０５％～０．３％、Ｍｎ：１．０％～２．７％、Ｓｉ：０
．２％～１．５％およびその他不可避的不純物を添加した熱延鋼板の場合に発生し易い傾
向がある。
【０００５】
　そこで従来、巻取後の鋼板の相変態を制御して、ダウンエンド状態でのコイルつぶれを
抑制するための方法として、例えば特許文献１に記載のように、保温カバーを用いてコイ
ルを徐冷する方法が知られている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献ｌ】特開２０１０－８９１０７号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４０３５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１記載の方法は、巻取後の温度制御により相変態の挙動を制御するものである
が、相変態はランアウトテーブル上での温度履歴の影響を大きく受けるので、その後の温
度制御では相変態の挙動制御が十分にできない場合がある。このため、特許文献１記載の
方法では、コイルつぶれを十分抑制できるとはいえないという問題がある。
　また、特許文献２記載の方法は、巻取温度の長手方向制御によりコイル内外周の相変態
の挙動を制御するものであるが、品質管理指標である巻取温度を長手方向で変化させるこ
とで巻取温度が目標温度から外れ、材質不良が発生したり、長手方向で材質が変動したり
する場合がある。このため、特許文献２記載の方法では、例えコイルつぶれを抑制できた
としても、品質不良のため製品として出荷することができない場合があるという問題があ
る。
【０００８】
　それゆえ本発明は、仕上圧延機から巻取機までの間のランアウト上での鋼板の温度を制
御することによりコイルつぶれを十分抑制し、生産性を向上させる熱間圧延鋼板の製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　図２に中炭素鋼および中炭素・高Ｍｎ鋼のＴＴＴ線図の一例を、また図３に仕上圧延後
の冷却設備の一例を示す。図２中、曲線Ａは中炭素鋼のフェライト変態開始温度と時間と
の関係、曲線Ｂは中炭素・高Ｍｎ鋼のフェライト変態開始温度と時間との関係、曲線Ｃは
中炭素鋼のベイナイト変態開始温度と時間との関係、曲線Ｄは中炭素・高Ｍｎ鋼のベイナ
イト変態開始温度と時間との関係を示す。なお、この明細書では、中炭素鋼とは質量％で
Ｃ：０．３％～０．７％を含有する炭素鋼、高Ｍｎ鋼とは質量％でＭｎ：１．０％以上を
含有する炭素鋼をいう。一般的に相変態には、フェライト変態、ベイナイト変態、パーラ
イト変態およびマルテンサイト変態があるが、本発明が対象とする鋼種では、仕上圧延後
から巻取までの時間が１０～２０ｓ（秒）、巻取温度が５００℃～６５０℃であり、その
条件で生じる相変態はフェライト変態（γ→α変態）が主であるため、本発明ではフェラ
イト変態に着目する。
【００１０】
　図２において、中炭素鋼については、フェライト変態の開始が１ｓ以内であるため巻取
時間に対して十分短く、仕上圧延後から巻取までに相変態がほぼ完了する。一方、中炭素
・高Ｍｎ鋼については、フェライト変態の開始が１０ｓ（秒）前後であり、また、最も早
く相変態が開始する温度（フェライトノーズ温度）でない場合には、相変態の進行がさら
に遅くなり、仕上圧延後から巻取までに相変態があまり進行しない。
【００１１】
　コイルつぶれを十分抑制するためには、巻取後の相変態によるコイル外周部の体積膨張
を抑制する必要がある。また、巻取前にコイル外周部になる部分の相変態をコイル内周部
になる部分よりも進行させれば、コイル外周側よりもコイル内周側の方が巻取後の体積膨
張量が大きくなり、コイルが巻き締まるため、コイルつぶれを効果的に抑制することが可
能である。したがって、コイルつぶれを十分抑制するためには、コイル外周側の相変態率
をコイル内周側よりも高めることが重要である。
【００１２】
　かかる本発明者の知見に鑑み、前記課題を解決する本発明の熱間圧延鋼板の製造方法は
、



(4) JP 5447744 B1 2014.3.19

10

20

30

40

50

　熱間圧延鋼板を、熱間圧延後にランアウトテーブル上で冷却し、その後に巻取機でコイ
ル形状に巻き取るに際し、
　熱間圧延鋼板の長手方向の複数箇所がそれぞれ巻取機に到達した時点におけるそれらの
箇所のフェライト変態の相変態率が当該熱間圧延鋼板の先端部から尾端部に向かうにつれ
て単調増加するように、中間温度の制御により熱間圧延鋼板のフェライト変態の相変態率
を制御することを特徴としている。
　ここで、「中間温度」とは、ランアウトテーブル上で、圧延機から巻取機までの距離の
圧延機側１／５～１／２の位置での熱間圧延鋼板の温度である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の熱間圧延鋼板の製造方法によれば、熱間圧延鋼板の尾端部側であるコイル外周
側の相変態率を、熱間圧延鋼板の先端部側であるコイル内周側よりも高めることができる
ので、コイルつぶれの十分な抑制が可能となり、生産性を向上させて鋼板を製造すること
ができる。
【００１４】
　なお、本発明の熱間圧延鋼板の製造方法では、圧延機から巻取機までの距離の圧延機側
１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板の先端部をフェライトノーズ温度よりも３
０～８０℃高い温度にするとともに、その熱間圧延鋼板の尾端部をフェライトノーズ温度
から±２０℃以内にし、それら先端部と尾端部との間の温度を先端部から尾端部に向かう
につれて単調減少させる温度制御を行い、巻取温度を一定にすると好ましい。
【００１５】
　また、本発明の熱間圧延鋼板の製造方法では、圧延機から巻取機までの距離の圧延機側
１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板の先端部をフェライトノーズ温度よりも３
０℃からベイナイト変態の生じない下限（例えば６０℃）まで低い温度にするとともに、
その熱間圧延鋼板の尾端部をフェライトノーズ温度から±２０℃以内にし、それら先端部
と尾端部との間の温度を先端部から尾端部に向かうにつれて単調増加させる温度制御を行
い、巻取温度を一定にしても好ましい。
【００１６】
　さらに、本発明の熱間圧延鋼板の製造方法では、圧延機から巻取機までの距離の圧延機
側１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板の先端部をフェライトノーズ温度よりも
３０～８０℃高い温度にするとともに、その熱間圧延鋼板の尾端部をフェライトノーズ温
度から±２０℃以内にするに際し、熱間圧延鋼板の先端部を６６０℃～７１０℃にすると
ともにその熱間圧延鋼板の尾端部を６１０℃～６５０℃にすると好ましい。
【００１７】
　また、本発明の熱間圧延鋼板の製造方法では、圧延機から巻取機までの距離の圧延機側
１／５～１／２の位置において、熱間圧延鋼板の先端部をフェライトノーズ温度よりも３
０℃からベイナイト変態の生じない下限まで低い温度にするとともに、その熱間圧延鋼板
の尾端部をフェライトノーズ温度から±２０℃以内にするに際し、熱間圧延鋼板の先端部
を５５０℃～６００℃にするとともにその熱間圧延鋼板の尾端部を６１０℃～６５０℃に
すると好ましい。
【００１８】
　これらの温度制御によれば、熱間圧延鋼板の長手方向の複数箇所がそれぞれ巻取機に到
達した時点におけるそれらの箇所の相変態率が当該熱間圧延鋼板の先端部から尾端部に向
かうにつれて単調増加するように熱間圧延鋼板の相変態率を制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】通常の熱間圧延ラインの概略を示す構成図である。
【図２】中炭素鋼および中炭素・高Ｍｎ鋼の相変態の例を示す関係線図である。
【図３】本発明の熱間圧延鋼板の製造方法の実施例を適用する、図１に示す熱間圧延ライ
ンのランアウト冷却設備を示す構成図である。
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【図４】本発明の熱間圧延鋼板の製造方法の一実施例における中間温度の鋼板長手方向の
変化を示す関係線図である。
【図５】本発明の熱間圧延鋼板の製造方法の他の一実施例における中間温度の鋼板長手方
向の変化を示す関係線図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施の形態を、図面に基づき詳細に説明する。ここに、図１は、この
発明の熱間圧延鋼板の製造方法の一実施形態を適用する通常の熱間圧延ラインの概略を示
す構成図であり、ここにおける熱間圧延ラインでも、加熱炉１において所定温度に加熱し
たスラブを粗圧延機２で圧延して粗バーとなし、ついでこの粗バーを複数基の圧延スタン
ドからなる連続熱間仕上圧延機３において所定の厚みの熱間圧延（熱延）鋼板４となす。
そして、この熱延鋼板４を、ランアウトテーブルに設置した冷却装置５で上方および下方
から冷却水を供給することによって冷却した後、巻取機６で巻き取り、コイル状熱延鋼板
７とする。
【００２１】
　ところで、コイルつぶれの発生が確認されている鋼の添加元素とは、質量％でＣ：０．
０５％～０．３％、Ｍｎ：１．０％～２．７％、Ｓｉ：０．２％～１．５％およびその他
不可避的不純物であり、特に、Ｍｎを１．０質量％以上と多量に添加している。これらは
他の鋼種に比べて相変態の進行が遅く、コイルつぶれが発生しやすい条件となっている。
【００２２】
　コイルつぶれを十分抑制するためには、前述のように巻取前の相変態制御によってコイ
ル７の外周部の相変態を内周部よりも進行させることが重要であり、相変態率は、例えば
本願出願人が先に特開平０８－０６２１８１号や特開平０９－０４９０１７号にて開示し
た、熱延鋼板の透磁率の変化を利用した変態率計等の変態率計により、オンラインでの測
定が可能である。
【００２３】
　そこで本実施形態では、熱間圧延ラインのランアウトテーブル上の巻取機前に変態率計
を設置し、コイル外周部に相当する熱延鋼板尾端部の相変態率を、コイル内周部に相当す
る熱延鋼板先端部よりも高くし、熱延鋼板の先端部から尾端部にかけて、その先端部から
尾端部に向かうにつれて相変態率が直線的あるいは曲線的に単調増加するようにする。こ
のように熱延鋼板の相変態率を制御することにより、コイルつぶれを効果的に抑制するこ
とが可能である。
【００２４】
　なお、ここでいう熱延鋼板の先端部とは熱延鋼板の最先端から全長の１０％相当の長さ
範囲の部位を意味し、熱延鋼板の尾端部とは熱延鋼板の最尾端から全長の１０％相当の長
さ範囲の部位を意味する。また、相変態率を測定する幅方向の位置は、板幅方向の温度偏
差は無視できるため、特に限定しない。
【００２５】
　コイル巻取時の相変態率を高くするには、鋼板温度をフェライトノーズ温度で長時間保
持することが重要であり、そのためには、仕上圧延後に熱延鋼板を短時間でフェライトノ
ーズ温度まで冷却し、その後、熱延鋼板の温度保持を行い、巻取直前にその熱延鋼板を長
手方向で一定である所定の巻取温度まで急速冷却すれば良い。ここで、温度保持は可能な
限り巻取の直前まで行うことが望ましい。ただし、一般的な熱間圧延ラインでは、加速圧
延を行っているため、熱延鋼板の長手方向先端部では、尾端部と比べてランアウトの通過
に要する時間が長くなる。そのため、鋼板長手方向の各部を同じ保持温度、特にフェライ
トノーズ温度で保持した場合には、先端部から尾端部にかけて相変態率が低下し、コイル
がつぶれやすくなる。
【００２６】
　コイル外周部の相変態率を内周部よりも高くするには、熱延鋼板の長手方向に沿って中
間温度を変更すれは良い。コイル外周部となる尾端部でフェライトノーズ温度にするとと
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もに、コイル内周部となる先端部でフェライトノーズ温度よりも高い温度にすることによ
り、コイル外周側の相変態率を内周側よりも高くすることが可能である。また、コイル外
周部となる尾端部でフェライトノーズ温度にするとともに、コイル内周部となる先端部で
フェライトノーズ温度よりも低い温度にしても、同様の効果を得ることができる。ただし
、ベイナイト変態はフェライト変態よりも変態が進行する速度が速いため、先端部でベイ
ナイト変態が生ずるとかえって変態の進行が速くなる。よって、ベイナイト変態が生じな
い温度の下限より温度を下げないことが望ましい。
【００２７】
　このため本実施形態では、具体的には、コイルつぶれを十分抑制するために、仕上圧延
後、熱延鋼板の先端部の中間温度をフェライトノーズ温度よりも３０℃～８０℃高くする
とともに、熱延鋼板の尾端部の中間温度をフェライトノーズ温度±２０℃以内にし、それ
ら先端部と尾端部との間の温度を先端部から尾端部に向けて単調減少させる。なお、「中
間温度」とは、ランアウトテーブル上で、圧延機から巻取機までの距離の、圧延機側１／
５～１／２の位置の温度であり、圧延温度と巻取温度との間の中間保持時の温度である。
ここで、尾端部の中間温度をフェライトノーズ温度から±２０℃以内にする理由は、ハイ
テン鋼では温度制御が難しく、２０℃以内の温度は制御が困難なためである。一方、先端
部の中間温度をフェライトノーズ温度よりも３０℃～８０℃高くする理由は、尾端部がフ
ェライトノーズ温度＋２０℃の場合でも差がつくように３０℃以上にし、また、８０℃以
上高くすると、目標の巻取温度をとることが困難になるためである。
【００２８】
　また本実施形態では、具体的には、コイルつぶれを十分抑制するために、上記の条件に
代えて、仕上圧延後、熱延鋼板の先端部の中間温度をフェライトノーズ温度よりも３０℃
～６０℃低くするとともに、熱延鋼板の尾端部の中間温度をフェライトノーズ温度±２０
℃以内にし、それら先端部と尾端部との間の温度を先端部から尾端部に向けて単調増加さ
せても良い。ここで、尾端部の中間温度をフェライトノーズ温度から±２０℃以内にする
理由は、ハイテン鋼では温度制御が難しく、２０℃以内の温度は制御が困難なためである
。一方、先端部の中間温度をフェライトノーズ温度よりも３０℃～６０℃低くする理由は
、尾端部がフェライトノーズ温度－２０℃の場合でも相変態率の差がつくように３０℃以
下にし、また、６０℃より低くするとベイナイト変態に遷移しやすく、目的の組織を得に
くいためである。すなわち、フェライトノーズ温度よりも６０℃低い温度が、ベイナイト
変態が生じない温度の下限となる。
【００２９】
　フェライトノーズ温度は鋼の成分によって異なるが、コイルつぶれが発生し易い前述の
成分の鋼種では５６０℃～６５０℃である。また、コイル外周部の相変態率を内周部より
も高くするには、仕上圧延後、中間温度をコイル内周部となる先端部で６６０℃～７１０
℃、コイル外周部となる尾端部で５６０℃～６５０℃にし、それらの間を先端部から尾端
部に向けて単調減少させれば良く、このようにすることにより、コイル内周部から外周部
に向けて相変態率を徐々に高くすることが可能である。また、仕上圧延後、中間温度をコ
イル内周部となる先端部で５００℃～５５０℃、コイル外周部となる尾端部で５６０℃～
６５０℃にし、それらの間を先端部から尾端部に向けて単調増加させることでも、コイル
内周部から外周部に向けて相変態率を徐々に高くすることが可能である。
【実施例】
【００３０】
　次に、本実施形態に基づく実施例を、図１に示す熱間圧延鋼板の製造ラインの図３に示
すランアウト冷却設備において、熱延鋼板４の冷却を行う場合について説明する。このラ
ンアウト冷却設備では、仕上温度計８を仕上圧延機３の出口近傍に、また中間温度計９を
仕上圧延機３から巻取機６までの距離の圧延機側１／５～１／２の位置のうち、冷却装置
５を設けたランアウトテーブルのテーブル長の仕上圧延機３側１／３の位置に、そして巻
取温度計１０を巻取機６の近傍にそれぞれ設置しており、さらに変態率計１１を、巻取温
度計１０と同じ場所に設置している。この変態率計１１は上述のように、例えば熱延鋼板
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４の透磁率の変化を利用したものとすることができる。
【００３１】
　このランアウト冷却設備を用い、その冷却装置５の作動条件（熱延鋼板４に供給する冷
却水の温度や水量等）を制御することにより、以下の比較例１～３および実施例１～３の
製造方法でそれぞれ、仕上板厚３．０ｍｍ、横幅１０００ｍｍ、全長８００ｍの熱延鋼板
を製造した。その結果を表１に示す。ただし、製造する鋼板の添加元素はＣ：０．１５質
量％、Ｍｎ：２質量％、Ｓｉ：０．３質量％であり、その他の元素は相変態挙動に影響を
与えない程度の微小量である。また、コイル内径は７５０ｍｍ、相変態率は変態率計１１
で測定した値である。
【００３２】
　比較例１の温度履歴は、仕上温度計８で８７０℃、中間温度計９で６６０℃、巻取温度
計１０で５９０℃である。比較例２の温度履歴は、仕上温度計８で８７０℃、中間温度計
９で６００℃、巻取温度計１０で５９０℃である。比較例３の温度履歴は、仕上温度計８
で８７０℃、中間温度計９で６３０℃、巻取温度計１０で５９０℃である。比較例４の温
度履歴は、熱延鋼板４の先端部では、仕上温度計８で８７０℃、中間温度計９で６６０℃
、巻取温度計１０で６６０℃であり、尾端部では、仕上温度計８で８７０℃、中間温度計
９で６６０℃、巻取温度計１０で６３０℃である。
【００３３】
　実施例１は、変態率計１１の指示値が熱延鋼板４の先端部で５０％、長手方向中央部で
６０％、尾端部で７０％である。実施例２の温度履歴は、熱延鋼板４の先端部では、仕上
温度計８で８７０℃、中間温度計９で６６０℃、巻取温度計１０で５５０℃であり、尾端
部では、仕上温度計８で８７０℃、中間温度計９で６３０℃、巻取温度計１０で５５０℃
である。ただし、中間温度計９で計測した熱延鋼板４の長手方向温度変化は図４に示す通
りであり、図中左方が先端部側、右方が尾端部側である。実施例３の温度履歴は、熱延鋼
板４の先端部では、仕上温度計８で８７０℃、中間温度計９で６００℃、巻取温度計１０
で５５０℃であり、尾端部では、仕上温度計８で８７０℃、中間温度計９で６３０℃、巻
取温度計１０で５５０℃である。ただし、中間温度計９で計測した熱延鋼板４の長手方向
温度変化は図５に示す通りであり、図中左方が先端部側、右方が尾端部側である。
【００３４】
　表１に示すように、比較例１では、先端部の相変態率が３６％、尾端部の相変態率が１
４％であり、コイル７は大きくつぶれ、内径は７５０ｍｍから７２０ｍｍとなった。この
コイル７は次工程でそのまま使うことができないため、コイル巻き直し工程が追加され、
生産性が低下した。また、比較例２では、先端部の相変態率が４７％、尾端部の相変態率
が２０％であり、コイル７は大きくつぶれ、内径は７５０ｍｍから７１５ｍｍとなった。
このコイル７は次工程でそのまま使うことができないため、コイル巻き直し工程が追加さ
れ、生産性が低下した。そして比較例３では、先端部の相変態率が９６％、尾端部の相変
態率が７２％であり、コイル７は大きくつぶれ、内径は７５０ｍｍから７１５ｍｍとなっ
た。このコイル７は次工程でそのまま使うことができないため、コイル巻き直し工程が追
加され、生産性が低下した。比較例４では、コイル７につぶれは発生しなかったが、巻取
目標温度５９０℃±５０℃に対し、先端側２／３の巻取温度が外れたため、品質不良とな
り、コイル７はスクラップとなった。
【００３５】
　これらに対して、実施例１では、先端部の相変態率が６０％、尾端部の相変態率が８０
％であり、コイル７のコイルつぶれは発生しなかった。このコイル７は次工程でそのまま
使うことができた。また、実施例２では、先端部の相変態率が３６％、尾端部の相変態率
が７２％であり、コイル７のコイルつぶれは発生しなかった。このコイル７は次工程でそ
のまま使うことができた。そして実施例３では、先端部の相変態率が４７％、尾端部の相
変態率が７２％であり、コイル７のコイルつぶれは発生しなかった。このコイル７は次工
程でそのまま使うことができた。また、実施例１～３は、全て巻取温度が目標範囲内で、
品質不良による切捨は発生しなかった。
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【００３６】
　上述した結果から明らかなように本実施形態の熱間圧延鋼板の製造方法によれば、熱延
鋼板４の長手方向の３箇所（先端部、中間部、尾端部）がそれぞれ巻取機６に到達した時
点におけるそれらの箇所の相変態率が当該熱延鋼板４の先端部から尾端部に向かうにつれ
て単調増加するようにしたので、熱延鋼板４の尾端部からなるコイル外周部の相変態率を
、熱延鋼板４の先端部からなるコイル内周部よりも高くすることができ、これによりコイ
ルつぶれの十分な抑制が可能となり、生産性を向上させることができた。
【００３７】
【表１】

【００３８】
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　以上、図示例に基づき説明したが、本発明は上述の例の限定されるものでなく、特許請
求の範囲の記載範囲内で適宜変更し得るものであり、例えば、上記実施例では中間温度を
熱延鋼板の長手方向に沿って直線的に変化させている（図４、図５）が、直線的でなく、
単調減少あるいは単調増加するものであれば曲線的に変化させてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　かくして本発明の熱間圧延鋼板の製造方法によれば、熱間圧延鋼板の尾端部側であるコ
イル外周側の相変態率を、熱間圧延鋼板の先端部側であるコイル内周側よりも高めること
ができるので、コイルつぶれの十分な抑制が可能となり、生産性を向上させて鋼板を製造
することができる。
【符号の説明】
【００４０】
　１　加熱炉
　２　粗圧延機
　３　仕上圧延機
　４　熱延鋼板
　５　冷却装置
　６　巻取機
　７　コイル状熱延鋼板（コイル）
　８　仕上温度計
　９　中間温度計
　１０　巻取温度計
　１１　変態率計
【要約】
【課題】コイルつぶれを十分抑制して生産性を向上させる熱間圧延鋼板の製造方法を提供
することにある。
【解決手段】熱間圧延鋼板を、圧延機での熱間圧延後にランアウトテーブル上で冷却し、
その後に巻取機でコイル形状に巻き取るに際し、熱間圧延鋼板の長手方向の複数箇所がそ
れぞれ巻取機に到達した時点におけるそれらの箇所の相変態率が当該熱間圧延鋼板の先端
部から尾端部に向かうにつれて単調増加するように、中間温度の制御により熱間圧延鋼板
の相変態率を制御することを特徴とする熱間圧延鋼板の製造方法である。
【選択図】図４
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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